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（
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
第
十
九
章
（
労
働
）
に
定
め
る
義
務
の
違
反
に

関
す
る
同
協
定
第
二
十
八
・
二
十
条
（
未
実
施
（
代
償
及
び
利
益
の
停
止
）
）
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
日
本
国
政
府

と
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
）

（
ベ
ト
ナ
ム
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定

（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
の
本
日
の
署
名
に
関
連
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
（
以
下
「
ベ
ト
ナ
ム
」
と
い
う
。
）

政
府
及
び
日
本
国
政
府
が
、
協
定
第
十
九
章
（
労
働
）
と
協
定
第
二
十
八
章
（
紛
争
解
決
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

共
通
の
了
解
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

１

ベ
ト
ナ
ム
は
、
協
定
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
、
協
定
第
十
九
章
（
労
働
）
に
定
め
る
義
務
を
完
全
に
履

行
す
る
。

２

日
本
国
は
、
協
定
第
十
九
章
（
労
働
）
に
定
め
る
義
務
に
適
合
し
な
い
措
置
に
つ
い
て
協
定
第
二
十
八
章
（
紛
争
解
決
）
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の
規
定
に
よ
る
紛
争
解
決
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
協
定
が
ベ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
三
年
間
、
協
定
第

二
十
八
・
二
十
条
（
未
実
施
（
代
償
及
び
利
益
の
停
止
）
）
に
規
定
す
る
利
益
の
停
止
を
試
み
る
こ
と
を
差
し
控
え
る
。

３

日
本
国
は
、
協
定
第
十
九
・
三
条
（
労
働
者
の
権
利
）
１

に
定
め
る
義
務
に
適
合
し
な
い
措
置
に
つ
い
て
協
定
第
二
十

(a)

八
章
（
紛
争
解
決
）
の
規
定
に
よ
る
紛
争
解
決
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
協
定
が
ベ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の

後
五
年
間
、
協
定
第
二
十
八
・
二
十
条
（
未
実
施
（
代
償
及
び
利
益
の
停
止
）
）
に
規
定
す
る
利
益
の
停
止
を
試
み
る
こ
と

を
差
し
控
え
る
。

４

３
の
規
定
か
ら
生
ず
る
問
題
は
、
協
定
第
十
九
・
十
二
条
（
労
働
評
議
会
）
２
の
規
定
に
従
っ
て
、
協
定
が
ベ
ト
ナ
ム
に

つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
五
年
を
経
過
す
る
日
か
ら
協
定
が
ベ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
七
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
間
に
、
同
条
の
規
定
に
従
っ
て
検
討
さ
れ
る
。
第
一
文
の
規
定
は
、
協
定
に
基
づ
く
両
締
約
国
の
権
利
及
び

義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

本
大
臣
は
、
更
に
、
こ
の
書
簡
及
び
貴
国
政
府
が
こ
の
了
解
を
共
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
閣
下
の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合

意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
ベ
ト
ナ
ム
及
び
日
本
国
に
つ
い
て
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と

を
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。
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二
千
十
八
年
三
月
八
日

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国

商
工
大
臣

チ
ャ
ン
・
ト
ゥ
ア
ン
・
ア
イ
ン

日
本
国
経
済
再
生
担
当
大
臣

茂
木
敏
充
閣
下
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（
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有

し
ま
す
。

（
ベ
ト
ナ
ム
側
書
簡
）

本
大
臣
は
、
更
に
、
日
本
国
政
府
が
こ
の
了
解
を
共
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
返
簡
が

両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
日
本
国
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
に
つ
い
て
の
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有

し
ま
す
。
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二
千
十
八
年
三
月
八
日
に
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
で

日
本
国
経
済
再
生
担
当
大
臣

茂
木
敏
充

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国

商
工
大
臣

チ
ャ
ン
・
ト
ゥ
ア
ン
・
ア
イ
ン
閣
下


